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告 示

茨城県告示第1293号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌
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指定年月日 訪 問 看 護 事 業 者 の 名 称 訪問看護ステーションの名称及び所在地及び主たる事務所の所在地

平成14年10月１日
聖北会 有限会社 敬七商事 聖北会訪問看護ステーション ｢やまびこ｣

西茨城郡友部町八雲２丁目12番14号 西茨城郡友部町八雲２丁目12番14号

第１４０７号
平成14年10月15日

火 曜 日

(毎週月・木曜日発行)

○

○



茨城県告示第1294号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1295号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1296号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1297号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条第１項

の規定により告示する｡
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社コムスン 株式会社コムスン 利根ケアセン
ター 北相馬郡利根町布川2115－89 訪問介護 平成14年

10月１日

株式会社メデカジャ
パン 下館ケアセンター そよ風 下館市甲44

痴呆対応型
共同生活介
護

平成14年
10月１日

株式会社メデカジャ
パン 下館ケアセンター そよ風 下館市甲44 通所介護 平成14年

10月１日

梶原産業有限会社 ぽむケアーサービス 水戸市見川町2131－1366 訪問介護 平成14年
10月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 あさ
ひ会 グリーンヒル千代田 新治郡千代田町上佐谷2008 短期入所生

活介護
平成14年
10月１日

社会福祉法人 あさ
ひ会 グリーンヒル千代田 新治郡千代田町上佐谷2008 通所介護 平成14年

10月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社 プラテッ
ク 介護のバナナ 守谷市みずき野５丁目17番７ 訪問介護 平成14年

10月７日



平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1298号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第85条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1299号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第85条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1300号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第48条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第93条第１項

の規定により告示する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1301号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について,
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 廣山
会

痴呆対応型共同生活介護事業所
プルミエールひたち野

新治郡千代田町上土田330番９
及び330番10

痴呆対応型
共同生活介
護

平成14年
10月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社コムスン 株式会社コムスン 利根ケアセン
ター 北相馬郡利根町布川2115－89 居宅介護支

援
平成14年
10月１日

有限会社ベガプラン
ニング 居宅介護支援事業所 あおぞら 新治郡玉里村栗又四�木ノ内

1747－2
居宅介護支
援

平成14年
10月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

医療法人社団 いば
らき会

デイサービスセンター たびこの
湯 ひたちなか市田彦1390－７ 通所介護 平成14年

10月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

社会福祉法人 あさ
ひ会 グリーンヒル 千代田 新治郡千代田町上佐谷2008 介護老人福

祉施設
平成14年
10月１日



同条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び鹿行地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県鹿行地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社タイヨー

代表取締役 森 田 穣� 住所

鹿島郡神栖町大野原二丁目31番31号

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

タイヨー鹿嶋店

鹿嶋市宮中357－１� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 大規模小売店舗の新設をする日

平成15年５月28日� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,850㎡� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数 192台

イ 駐輪場の収容台数 40台

ウ 荷さばき施設の面積 42㎡

エ 廃棄物等の保管施設の容量 72�� 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前９時30分

(閉店時刻) 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分～午後９時

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時～午後８時
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社タイヨー 鹿島郡神栖町大野原二丁目31番31号 森 田 穣



３ 届出年月日

平成14年９月27日

茨城県告示第1302号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

ホーマック株式会社

代表取締役社長 前 田 勝 敏� 住所

北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－41

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホーマック取手店

取手市大字戸頭字飯田山1282－１� 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

(変更後)� 変更の年月日

平成14年８月21日� 変更する理由

合併のため｡

３ 届出年月日

平成14年９月17日
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ホーマック関東株式会社 つくば市吾妻４－19－10 前 田 勝 敏

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ホーマック株式会社 北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－41 前 田 勝 敏



茨城県告示第1303号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

ホーマック株式会社

代表取締役社長 前田 勝敏� 住所

北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－41

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホーマック牛久店

稲敷郡茎崎町高見原１丁目３－８� 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

(変更後)� 変更の年月日

平成14年８月21日� 変更する理由

合併のため｡

３ 届出年月日

平成14年９月17日

茨城県告示第1304号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 附則第５条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出で, 同

条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出及び同法附則第５条第５項の規定により同法第５条第１項

の規定による届出とみなされるものについて, 同法第６条第３項の規定により準用する同法第５条第３項の規定及び

茨 城 県 報 第 1407 号 平成14年10月15日 (火曜日)6

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ホーマック関東株式会社 つくば市吾妻４－19－10 前 田 勝 敏

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ホーマック株式会社 北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－41 前 田 勝 敏



同項に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社三喜

代表取締役 八木下 眞 司� 住所

千葉県柏市中央町２番８号

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

サンキつくば店

つくば市筑穂３丁目９－１ 外� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(変更前) 1,997㎡

(変更後) 2,398㎡

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後８時

(変更後) 開店時刻 午前10時

閉店時刻 午後９時

ウ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前９時30分～午後８時30分

(変更後) 午前９時30分～午後９時� 変更する年月日

平成15年５月24日� 上記�の変更に係るもの以外の事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 118台� 駐輪場の収容台数 66台� 荷さばき施設の面積 33㎡
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社三喜 千葉県柏市中央町２番８号 八木下 眞 司



� 廃棄物等の保管施設の容量 ４�
ウ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 駐車場の自動車の出入口の数

６箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前９時30分～午後９時

３ 届出年月日

平成14年９月25日

茨城県告示第1305号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第２項の規定に基づき述べられた意見の概要について, 同条

第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部商業流通課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホーマック取手店

取手市大字戸頭字飯田山1282－１� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

新設の届出 (第５条第１項)

平成14年５月23日

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ウ 大規模小売店舗の新設をする日

平成15年３月１日

エ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

9,714㎡

オ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 761台� 駐輪場の収容台数 370台� 荷さばき施設の面積 160㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 62�
カ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ホーマック関東株式会社 つくば市吾妻４－19－10 前 田 勝 敏

株式会社ワンダーコーポレーション つくば市西大橋599－１ 小 林 哲 美



(開店時刻) 午前９時30分

(閉店時刻) 午後９時� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時～午後９時� 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前８時～午後９時

キ 届出年月日

平成14年５月２日

２ 意見書提出者の意見

茨城県告示第1306号

下妻市大字北大宝219番地の２に事務所を置く霞�浦用水土地改良区から次のとおり役員が就任した旨, 土地改良
法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により届出があったので, 同条第17項の規定により公告する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

就 任

茨城県告示第1307号

平成14年８月23日付けで出島土地改良区から申請があった定款変更を, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第30

条第２項の規定により平成14年10月７日認可した｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第1308号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 笠間つくば線

３ 道路の区域
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意 見 の 概 要

ふれあい道路から福祉施設へ通じる市道に面する出入口Ｃの閉鎖

店舗の施設配置を福祉施設から離し, ふれあい道路側へ平行移動

職 名 氏 名 住 所

理 事 中 田 裕 西茨城郡岩瀬町大字富谷684番地



茨城県告示第1309号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 取手つくば線

３ 道路の区域

茨城県告示第1310号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 藤沢豊里線

３ 道路の区域
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市大字国松字馬場70番１地先から

つくば市大字国松字八反田110番１
地先まで

旧 (Ａ)
最大 15.0

最小 9.0
245

つくば市大字国松字馬場70番１地先から

つくば市大字国松字八反田110番１
地先まで

(Ａ)
最大 15.0

最小 9.0
245

新
つくば市大字国松字馬場70番１地先から

つくば市大字国松字中道3011番地先まで
(Ｂ)

最大 45.0

最小 15.0
260 バイパスの

新設

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

筑波郡伊奈町大字谷井田字谷井田
916番１地先から 旧 (Ａ)

最大 10.0
4,336

最小 4.5
筑波郡伊奈町大字高岡字南記

834番５地先まで

(Ａ)
最大 10.0

最小 4.5
4,336

新

(Ｂ)
最大 35.0

最小 15.0
4,135 バイパスの

新設



茨城県告示第1311号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 尾崎境線

３ 道路の区域

茨城県告示第1312号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 125号

３ 道路の区域

茨 城 県 報 第 1407 号 平成14年10月15日 (火曜日) 11

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市大字沼崎字栗山3733番地先から
旧

最大 6.0
225

つくば市大字沼崎字下田4029番地先まで 最小 5.0

新
最大 15.0

225 現 道 拡 幅
最小 5.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

猿島郡三和町大字尾崎字前砂
2369番２地先から 旧

最大 9.5
135

猿島郡三和町大字尾崎字大谷橋
5418番１地先まで

最小 8.5

新
最大 16.0

135 現 道 拡 幅
最小 12.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

猿島郡三和町大字尾崎字大谷橋
5365番３地先から 旧

最大 23.0
300

猿島郡三和町大字尾崎字松葉
1245番４地先まで

最小 9.5

新
最大 54.0

300 現 道 拡 幅
最小 25.0



茨城県告示第1313号

岩瀬町長から平成14年９月19日付けで認可申請のあった入野地区 (第１換地区) 換地計画については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の４において準用する同法第52条の２第１項の規定により平成14年９月27日に適当と

決定したから, 同法第96条の４において準用する同法第52条の２第４項において準用する同法第８条第６項の規定に

より公告する｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県水戸土地改良事務所長 飯 田 豊

１ 縦覧に供する書類

換地計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年10月16日から

平成14年11月13日まで

３ 縦覧の場所

岩瀬町役場

茨城県告示第1314号

岩瀬町長から平成14年９月19日付けで認可申請のあった入野地区 (第２換地区) 換地計画については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の４において準用する同法第52条の２第１項の規定により平成14年９月27日に適当と

決定したから, 同法第96条の４において準用する同法第52条の２第４項において準用する同法第８条第６項の規定に

より公告する｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成14年10月15日

茨城県水戸土地改良事務所長 飯 田 豊

１ 縦覧に供する書類

換地計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成14年10月16日から

平成14年11月13日まで

３ 縦覧の場所

岩瀬町役場

公 告

●○地籍調査の成果認証

石岡市, 龍�崎市, 新治郡八郷町の下記地区における地籍調査の成果は, 国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第

19条第２項の規定により認証した｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌
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●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

笠間市笠間字逆川2247番１, 同市下市毛字堂ノ越1570番１

２ 事業主の住所及び氏名

石岡市大字石岡2747番地の５

櫻 井 光 保

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

岩井市大字寺久字向地1081番４, 同番５, 同番７

２ 事業主の住所及び氏名

千葉県野田市目吹1568番地３

有限会社松本興業

代表取締役 松 本 稔

●○道路の位置の指定

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成14年10月15日

茨城県知事 橋 本 昌
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調査を行った者の名称 石岡市, 龍�崎市, 新治郡八郷町
成 果 の 名 称 地籍図及び地籍簿

調 査 を 行 っ た

地 域 及 び 期 間

石岡市東石岡一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目, 旭台一丁目, 東光台一丁

目・二丁目の各一部

平成12年６月８日から

平成13年２月21日まで

龍�崎市大徳町の一部
平成12年11月13日から

平成12年12月26日まで

新治郡八郷町大字小幡, 細谷, 下青柳, 上青柳, 加生野の各一部

平成12年６月13日から

平成13年２月27日まで

認 証 年 月 日 平成14年10月７日



(人 事 委 員 会)

●○身体障害者を対象とした茨城県職員等採用選考の実施

身体障害者を対象とした茨城県職員等採用選考 (初級程度) を次のとおり行います｡

平成14年10月15日

茨城県人事委員会委員長 江 橋 湖 三 郎

○受付期間 平成14年10月15日 (火) ～11月19日 (火)

○選 考 日 平成14年12月１日 (日)

○選考会場 茨城県水戸合同庁舎

１ 選考職種, 勤務先及び採用予定人員

２ 選考を受けることができる資格

自力により通勤でき, かつ, 介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な人で, 次の�～�のすべての要件
を満たす人が受験できます｡� 昭和47年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた人� 身体障害者手帳の交付を受け, その障害の程度が１級から４級までの人� 通常の勤務時間 (原則として週40時間, １日８時間) に対応できる人� 活字印刷文 (文字の大きさは10ポイント) による出題に対応できる人� 茨城県内に住所を有する人 (在学又は訓練所入所のため一時県外に居住している人で, 家族が県内に住所を有

する人を含む｡)

◇ただし, 次のア～オのいずれかに該当する人は, 受験できません｡

ア 日本の国籍を有しない人

イ 成年被後見人又は被保佐人 (準禁治産者を含む)

ウ 金錮
こ

以上の刑に処せられ, その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

エ 茨城県において懲戒免職の処分を受け, その処分の日から２年を経過しない人

オ 日本国憲法施行の日以後において, 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し, 又はこれに加入した人

３ 選考の日時及び会場
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

鹿総建指令 メートル メートル

第 289 号 平成14年９月30日
㈲ビジョン
代表取締役
山口 俊雄

鹿嶋市大洋村大字梶
山1983番地

鹿嶋市大字荒井字前
361番57, 同番61

4.20 28.55

職 種 勤 務 課 所 採用予定人員

事務 (知事) 知事部局の本庁又は出先機関 １名程度

事務 (教育) 教育委員会の本庁, 出先機関又は県立学校 １名程度

小中学校事務 市町村立小中学校 １名程度

※ 小中学校事務で採用となった人は, 身分が市町村職員となります｡ 県職員との人事交流はありません｡



４ 選考の方法及び内容� 教養考査

ア 考査内容 国語, 社会, 理科等の知識及び文章理解, 判断推理, 数的処理, 資料解釈等の能力について行

います｡

イ 問題形式 択一式

ウ 時 間 １時間30分� 作文考査

ア 考査内容 文章による表現力, 課題に対する理解力等をみます｡

イ 問題形式 記述式

ウ 時 間 １時間20分� 口述考査

主として, 人物について個別面接による考査を行います｡� 適性検査

通常の職務遂行に必要な適性について検査します｡� 身体検査

通常の職務遂行に支障をきたすおそれのある疾病等の有無について検査します (医療機関で検査した身体検査

書の提出を求めます｡)｡� 資格調査

受験資格の有無などについて調査します｡

５ 合格者の発表

平成14年12月13日 (金) (予定) に茨城県人事委員会事務局前及び茨城県のインターネット・ホームページに合

格者の受験番号を掲示するほか, 受験者全員に合否の結果を通知します｡

６ 選考結果の開示

この採用選考の結果については, 茨城県個人情報の保護に関する条例第21条の規定により, 次のとおり, 口頭で

開示を請求することができます｡

なお, 電話・はがき等による請求では, 開示できませんので, 受験者本人が人事委員会事務局へおいでください｡

また, 受験票により本人確認をしますので, 来局するときに持参してください｡

７ 受験手続� 申込用紙の配布場所

茨 城 県 報 第 1407 号 平成14年10月15日 (火曜日) 15

日 時 会 場

平成14年12月１日 (日) 茨城県水戸合同庁舎

午前８時50分から 水戸市柵町１－３－１

受付開始は午前８時20分から 電話029 (225) 2803

開示請求できる人 不合格者

開示内容 総合ランク

開示日時 合格発表日から１か月間

午前８時30分から午後５時まで

開示場所 人事委員会事務局



ア 直接取りに来る人

○ 次の場所で配布します (土曜日, 日曜日, 祝日は除く｡)｡

茨城県人事委員会事務局, 行政情報センター, 茨城県各地方総合事務所, 茨城県各地方福祉事務所, 常陸

太田県税事務所, 高萩県税事務所, 麻生県税事務所, 江戸崎県税事務所, 境県税事務所, 大宮保健所, 日立

保健所, つくば保健所, 消費生活センター取手分室, 茨城県東京事務所, 茨城県大阪事務所, 茨城県北海道

事務所

イ 郵送を希望する人

封筒の表に ｢職員採用選考請求｣ と朱書し, あて先を明記した返信用封筒 (角形２号 [縦33cm×横24cm程

度] に120円切手を貼ったもの) を同封して, 茨城県人事委員会事務局 (〒310－8555 水戸市笠原町978番６)

に請求してください｡� 受験申込

ア 申込方法

申込用紙に所要事項を記入し, 最近３か月以内に撮影した写真 (縦４cm×横３cm, 上半身, 脱帽, 正面向

きで, 裏面に氏名を記入したもの) を貼って, 茨城県人事委員会事務局に直接持参するか, 又は郵送してくだ

さい｡

なお, 郵便で申し込む際は, 申込の封筒の表に ｢選考申込｣ と朱書きし, ｢簡易書留｣ 又は ｢配達記録郵便｣

でお願いします｡

イ 受付期間

平成14年10月15日 (火) から11月19日 (火) まで (ただし, 土曜日, 日曜日, 祝日は県庁が休みとなるため

受付はできません｡)

なお, 郵送の場合は, 11月19日 (火) までの消印のあるものに限り受け付けます｡

ウ 受付時間

午前８時30分から午後５時� 受験票の送付

受付後, 11月27日 (水) までに到着するように郵送します｡ もし, それまでに到着しない場合には, 茨城県人

事委員会事務局に照会してください｡

８ 給与, 勤務時間, 休暇� 給与は, 平成14年４月１日現在で高校新卒者は基本給146,500円, 短大新卒者は157,700円, 大学新卒者は170,200

円です｡ なお, 学校卒業後一定の経験年数がある人は, この金額に一定額が加算されます｡ このほか諸手当とし

て, 通勤手当, 扶養手当, 住居手当, 時間外勤務手当, 期末・勤勉手当などが支給されます｡� 勤務時間は, 午前８時30分から午後５時15分までの８時間 (休憩45分) です｡ また, 週休２日制が実施されて

おり, 土曜日・日曜日は休みです｡� 年次有給休暇は, １年につき20日間 (初年度のみ15日間) あり, このほか特別休暇があります｡

９ この選考についての問い合わせ先等� 問い合わせ先

茨城県人事委員会事務局

〒310－8555 水戸市笠原町978番６ 茨城県庁内

電話 029－301－5549� なお, テレホンサービス及びインターネットでも, この選考についての情報を提供しますのでご利用ください｡

テレホンサービス電話番号 029－301－5558 (24時間テープ案内)
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茨城県ホームページアドレス http:／／www.pref.ibaraki.jp／

人事委員会事務局Eメールアドレス jinjiiin＠pref.ibaraki.jp
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毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


